
大阪公立大学大学院 情報学研究科 博士前期課程の入学定員の増員について 

 

大阪公立大学大学院 情報学研究科 博士前期課程 基幹情報学専攻・学際情報学専攻では、令和５年度に採択された文部科学省 及び 独立行政

法人 大学改革支援・学位授与機構による「大学・高専機能強化支援事業（高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援）」の支援を受け

て、令和 7 年 4 月１日から以下のとおり入学定員・収容定員の変更（増員）を行います。 

 

大阪公立大学大学院学則（該当部分の抜粋）新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

（前略） 

 

(研究科、専攻、課程及び収容定員) 

（前略） 

 

(研究科、専攻、課程及び収容定員) 

第４条 本学大学院に置く研究科(法学研究科、獣医学研究科及び医

学研究科を除く)、専攻、課程、入学定員、収容定員及び総収容定

員は、次のとおりとする。 

第４条 本学大学院に置く研究科(法学研究科、獣医学研究科及び医

学研究科を除く)、専攻、課程、入学定員、収容定員及び総収容定

員は、次のとおりとする。 

研究科名 専攻名 博士課程 

博士前期課程 博士後期課程 総収容 

定員 入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

情報学研究科 基幹情報学専攻 75  150  10  30  180  

学際情報学専攻 30  60     ５  15  75  

計 105  210  15  45  255  

 

（中略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

研究科名 専攻名 博士課程 

博士前期課程 博士後期課程 総収容 

定員 入学 

定員 

収容 

定員 

入学 

定員 

収容 

定員 

情報学研究科 基幹情報学専攻 65  130  10  30  160  

学際情報学専攻 25  50  ５  15  65  

計 90  180  15  45  225  

 

（後略） 

 



新（改正後） 旧（改正前） 

（経過措置） 

２ 令和７年度及び令和８年度における情報学研究科の収容定員及び

総収容定員（法学研究科、獣医学研究科及び医学研究科を除く。）に

ついては、第４条第１項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

(1) 情報学研究科の収容定員 

研究科 課程 専攻 
収容定員 

令和７年度 令和８年度 

情報学 

研究科 

博士前期

課程 

基幹情報学専攻 140 150 

学際情報学専攻 55 60 

計 195 210 

博士後期

課程 

基幹情報学専攻 30 30 

学際情報学専攻 15 15 

計 45 45 

合計 240 255 

 

 

※ 大阪公立大学大学院学則変更届出手続（令和６年３月２５日付で実施済） 

※ 情報学研究科以外の変更内容は省略して掲載しています。 


